
参照条文 

 

業務方法書の変更 

 

○独立行政法人通則法 

（業務方法書）  

第二十八条  独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認

可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令（当該独立行政法人を所管す

る内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。）で定める。  

３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の

意見を聴かなければならない。  

４  独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を

公表しなければならない。  

 
 
 
長期借入金・償還計画 

 
○独立行政法人通則法 

（借入金等）  

第四十五条 

５  独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び

債券発行をすることができない。 
 ↓ 
○独立行政法人北方領土問題対策協会法 

（長期借入金）  

第十四条  協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水

産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。  

２  協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林

水産大臣の認可を受けなければならない。  

３  内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとすると

きは、あらかじめ、内閣府及び農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴く

とともに、財務大臣に協議しなければならない。  
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